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本ウェブキャストに含まれる情報は一般的なものであり、デロイト トウシュ トーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバ
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負うものではありません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個
の組織体です。



フランチェスコ・ナガリ、グローバル・IFRS保険リーダー|2021年11月

再保険契約に係る契約の境界線の評価
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議題

• 契約の境界線を識別するためのIFRS第17号の要求事項

• 設例

• 実務上の考慮事項
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契約の境界線
なぜ重要か

契約の境界線は

IFRS第17号における測定上、いずれの期待キャッシュ・フローを考慮すべきかを決定するための重要な
パラメーターである。

保険契約における企業の権利または実質的な義務が終了する将来の時点を示す。

キャッシュ・フローが契約グループの測定に含まれるか、または将来の契約グループの測定に含まれる
かを区別する。

適用すべき測定モデル（すなわち、PAAまたはGMM）、コホートのグルーピングおよび認識時点の評価に

結果的として影響を及ぼす。例えば、契約の境界線の分析を実施した結果、法的には単一の契約が、会
計上は複数の契約に分割される結果となるシナリオがある。
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契約の境界線
IFRS第17号の要求事項

報告期間中に存在する実質的な権利および義務から以下のようなキャッシュ・フローが生じる場合、当該キャッシュ・
フローは契約の境界線内にある。

契約の境界線は、実質的な権利および義務の間の、最も遠い将来時点に設定される。

• 再保険者への保険料の支払を強制され得る、または
• 再保険者からサービスを受領する実質的な権利を出
再者が有する

• 保険料の支払を出再者に強制できる、または
• 出再者にサービスを提供する実質的な義務を有する

測定に含まれる

キャッシュ・フロー
測定から除外される

キャッシュ・フロー

出再者にとっての契約
の境界線

再保険者にとっての契
約の境界線

再保険者

出再者
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契約の境界線
リスクを完全に再評価する実質上の能力の評価

どのような場合に企業は、契約のリスクを完全に再評価する実質上
の能力を有するか？

• 同日に発行される新規契約で既存契約と同じ特性のものに価格
を設定する場合と同じ方法で、個々の既存契約の新規価格を設
定できる。

• 後日に請求する価格と整合するように、個々の契約の給付を変
更できる。

• 保険契約ポートフォリオにおけるリスクの全体的な変化を反映す
るように、既存契約のポートフォリオの価格改定（または給付の
変更）をすることができる－この特定の能力は、契約の境界線が
存在するために必要であるが、これだけでは十分ではない。

サービスを提供する再保険者の実質的な義務（サービスを受領する出再者の実質的な権利）は、再保険者が
以下を有する時点で終了する 。

保険契約で移転されたリスクを再評価し、
当該再評価されたリスクを完全に反映す
る価格または給付水準を設定できる実質
上の能力、または

カバーを終了する実質的な権利。

契約の境界線は、実質的な権利および義
務に関する状況の変化の影響を含めるた
めに、報告日ごとに再評価される。
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契約の境界線
IFRS第17号要求事項 (続き)

ミラー・イメージの理屈からではあるが、契約の境界線は、再保険者と出再者の間で同日となる。その理由は次のと
おりである。

出再者がサービスの提供を受領する権利を有するときは
再保険者はサービスを提供する義務を負う。

出再者が保険料を支払う義務を負うときは、再保険者は
出再者に保険料の納付を強制する権利を有する。

実質的な権利および義務の双方にかかる契約に関連するすべての事実および状況は、契約の境界線を評価する際
に考慮しなければならない。

出再者
受領する権利

再保険者
提供する義務

出再者
支払う義務

再保険者
強制する権利

保険料

サービス
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設例
価格改定メカニズムを有する再保険契約

企業Y (出再者) は、再保険者Bから、以下の条件で、クオータシェア再保険契約 (投資要素に該当するノン・プロポー
ショナルなプロフィット・コミッションを含む) を購入した。

• カバー期間1年の保険

• 再保険者は、90日前に事前通知を行うことにより、出再者のリスクを完全に再評価する (すなわち、出再割合また
はプロフィット・コミッション率の変更) 権利を有する。

• 出再者は、提示された新価格を受け入れる権利または解約する権利を有する。

• 上記の提示がない場合、出再者は、以前に合意した価格で保険料を支払い続ける義務がある。

会計上の論点
再保険者が将来の残存カバーについて価格改定する権利を有する場合
• 再保険契約を締結保有している出再者
• 再保険契約を発行した再保険者
上記の者について契約の境界線内に含まれるキャッシュ・フローは何か？
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設例
価格改定メカニズムを有する再保険契約 (続き)

契約の境界線は、実質的な権利と義務の間の、最も遠い将来時点に設定される。
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設例
価格改定メカニズムを有する再保険契約 (続き)

出再者：保有している再保険契約によりカバーされている、12ケ月以内に発行される予定の、基礎となる保険
契約から生じるすべてのキャッシュ・フローは、保有している再保険契約の契約の境界線に含まれる。

再保険者:再保険契約によりカバーされている、12ケ月以内に発行される予定の、出再者の基礎となる保険
契約から生じるすべてのキャッシュ・フローは、発行される再保険契約の契約の境界線に含まれる。

再保険契約の契約の境界線は、再保険者と出再者の両者とも1年（12ケ月）である。



Deloitte IFRS Insurance Webcast – November 2021© 2021. For information, contact Deloitte China.

設例
２つの解約条項が共存する再保険契約

企業Ｘ（出再者）は5年間の定期保険契約（基礎となる保険契約）を出再するために再保険者Ｂからクオータシェア再
保険契約を購入した。

• 再保険者および出再者は、30日前に事前通知を実施する条件で、出再者により発行される新規契約に関して当
該再保険契約を解約する権利を保有している。

• 当該解約権は、解約通期期間前に既に発行および出再されている基礎となる保険契約に影響はない。

• 再保険者は、年次で出再者のリスクを完全に反映させた価格改定をするための実質上の能力を保有している。

• 価格改定は、価格改定日後、出再される新規再保険契約のみに適用される。

会計上の論点
出再者および再保険者が事前通知期間内に再保険契約を解除できる権利を保有している時、
出再者と再保険者の観点から再保険契約の契約の境界線はどのように解釈するか？
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設例
２つの解約条項が共存する再保険契約（続き）

すべての関連する事実と実質的な権利と義務に関連するすべての契約状況を考慮すると、評価は次のとおとりなる。

年次の価格改定条項の影響は、価格改定時点で再保険者はリスクを完全に再評価することで、契約の境界の特性
を有する価格改定が可能であることを示すが、当該再保険契約に対する境界線は一つしか存在しない。

1 便宜上, 1ケ月は30日と想定する。

価格改定する
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設例
２つの解約条項が共存する再保険契約（続き）

複数の実質的な義務の解約日（または出再者にとって複数のサービスを受領する権利の解約日）を有する場合、
IFRS第17号のアプローチは、実質的な義務が当初認識時点に設定された元の形でなくなる場合、早い方の日での
識別を要求している。

特定の日までに保険料の支払を強制する権利（または出再者にとって支払う義務）の有無についての検討は必要
であり、実質的な権利と実質的な義務の間の境界線としてさらに離れた日を検討する論理に変更はない。

支払を強制する再保険者の実質的な権利（出再者にとって支払う義務）の検討は、この設例では30日間である。

再保険者: 30日間の事前通知をもって契約を一方的に終了する再保険者の権利は、再保険者の権利および
義務を完全に終了する実質上の能力に相当する。

出再者:サービスを受領する実質的な権利および保険料を支払う実質的な義務は、事前通知期間（すなわち、
30日間）の後に終了する。
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実務上の考慮事項
IFRS第17号の要求事項を適用する際の実務上の考慮事項

• 保険契約の権利および義務（契約、法律、規則の制限、企業の取引慣行）を考慮し、保険契約の境界線を決定す
る際には判断が要求される。

• 再保険契約の実質的な権利および義務の組み合わせは、当初測定日現在まだ発行されていない基礎となる契約
からのキャッシュ・フローを含む保険契約の境界線になる可能性があるが、現行の慣行から著しく異なる。

• 必要に応じて関連する契約の境界線内に含まれる（または除外される）キャッシュ・フローを伴う、法的には単一の
契約の中に含まれる会計上の契約（すなわち、契約の境界線、カバー期間、ポートフォリオ/契約グループへの配
分）についてのIFRS第17号の性質を正しく反映し得るIFRS第17号の解決策を設計する。

• IFRS第17号の適用の結果、実務上の複雑性を軽減するために、出再者および再保険者が既存の再保険契約を再
検討することを決定する可能性。
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コンタクトの詳細
Francesco Nagari
Deloitte Global IFRS Insurance Leader
+852 2852 1977 or frnagari@deloitte.com.hk

Keep connected on IFRS Insurance with Deloitte:

• Follow my latest            posts @francesco-nagari-deloitte-ifrs17 

• Follow me @Nagarif on 

• Subscribe to the Insights into IFRS Insurance Channel on   

• Connect to Deloitte’s IFRS Insurance Group on             for all the latest IFRS news

• Add Deloitte Insights into IFRS Insurance (i2ii) at www.deloitte.com/i2ii to your internet favourites

• Visit:

• IAS Plus IAS Plus — IFRS, global financial reporting and accounting resources

• Deloitte Accounting Research Tool Home | DART – Deloitte Accounting Research Tool
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